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午前・午後１０時４０分 

東郷町議会議長 加藤啓二 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 ２ 番  氏名 川口 一夫   ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №  １－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

  

１．税徴収の取り組み

について 

 

（１）本町の税収入は、行政サービスを実施するため

の重要な原資であります。税収入の確保に向

け、地道な徴収努力が図られていることと思い

ます。 

これまでの徴収事務の過程を踏まえたうえで

現状と今後の取り組みについて伺います。 

① ここ３年間で税の徴収実績はどのように推移

しているか。また、税の徴収率を上げるため、

どのような取り組みがあるか、またその成果

は。 

② 昨年度から国保税の徴収も一元化により収納

課で徴収しているが、成果はどうか。 

 

（２） 前納報奨金について 

① 前納報奨金が段階的に見直され、平成 24 年度

をもって完全廃止となったが、税徴収において

その影響はいかがであったか。 

 

（３） 債権管理条例について 

① 今年 4 月から「東郷町債権管理条例」が施行さ

れた。条例に基づきながら、債権の徴収を各課

において実施していくと思うが、どのように行

っていくお考えか。    

 

 

町長・ 

担当部長 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

 


